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「内部統制システムの整備に関する基本方針」の一部改定に関するお知らせ 

 

 

 当社は、本日開催の取締役会において、「内部統制システムの整備に関する基本方針」を一部改

定することを決議いたしましたので、お知らせいたします。なお、改定後の内容は下記のとおりで

す。 

 

記 

 

内部統制システムの整備に関する基本方針 

 

（1）取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制 

①取締役および従業員は、「シマセイキグループ行動基準」に基づき、法令・定款ならびに社

会規範の遵守を図る。 

②コンプライアンス委員会のもと、当社グループ横断的なコンプライアンスの推進を図る。 

③法令違反その他のコンプライアンスに関する重要な事実を発見した場合には、通常の報告ル

ートに加え、グループ会社も対象とする企業倫理ヘルプラインを通じ報告・通報できる体制

とする。なお、通報を行った者は通報を行ったことにより不利益な取扱いを受けないものと

する。 

④財務報告の信頼性を確保し、適正な財務報告を実現するため、内部統制システム推進本部の

もと、財務報告に係る内部統制を整備し、その有効性を評価する。 

⑤市民社会に脅威を与える反社会的勢力・団体に対しては、毅然とした態度で臨み、一切の関

係を遮断する。 

⑥コンプライアンスの状況について、内部監査室が監査を行う。 

 

（2）取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制 

①取締役の職務執行に係る情報については、法令および文書取扱規程に基づき適切かつ確実に

記録・管理し、検索性の高い状態で保存する。 



 

②取締役および監査役は、常時その情報を閲覧できるものとする。 

③情報資産の重要性を認識し、情報の漏洩・紛失等を防止するため、情報セキュリティポリシ

ーに基づき、情報セキュリティ委員会のもとその適切な管理を図る。 

 

（3）損失の危険の管理に関する規程その他の体制 

①リスク管理を体系的に定めるリスク管理規程に基づき、リスク管理委員会のもと当社グルー

プ全体のリスクを管理する。 

②リスク管理委員会においてリスクを分析・評価し、リスクの合理的な管理、対応策の検討を

行い、リスクを継続的に監視する。 

③不測の事態が発生した場合に、迅速かつ適切な対応を行い、損害の拡大を防止し、被害を最

小限に止めるための危機管理体制を整備する。 

④リスク管理の状況については、内部監査室を通じ監査を行う。 

 

（4）取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制 

①取締役会は、各取締役の業務執行状況を正確に把握し、迅速かつ柔軟に経営判断できるよう

原則として毎月１回以上、必要に応じ随時機動的に開催し、法令で定められた事項および経

営上の重要事項の付議だけでなく業績の進捗についても議論し、経営方針を決定する。 

②各取締役の業務執行については、取締役会規程および業務分掌規程ならびに職務権限規程等

の社内規則に基づく責任と権限および意思決定ルールにより、適正かつ効率的に行われる体

制とする。 

 

（5）株式会社並びにその親会社及び子会社から成る企業集団における業務の適正を確保するため

の体制 

①当社グループ会社においても「シマセイキグループ行動基準」を共有し、コンプライアンス

の推進を図る。 

②当社グループにおける効率的な内部統制システムを構築するため、グループ会社を主管する

部門等を通じ事業運営やリスク管理等に関し、グループ会社への指導・支援を行う。 

③当社の取締役等がグループ会社の役員に就任し、情報の共有を図るとともに、グループ会社

の経営に関する監督機能および経営管理体制の強化を図る。 

④関係会社管理規程により、重要案件の当社への決裁・報告制度を通じたグループ会社の経営

管理を行う。 

⑤当社内部監査室により、グループ会社の業務執行状況、法令・社内規定の遵守状況およびリ

スク管理状況等に関する内部監査を実施する。 

 

（6）監査役の職務を補助すべき使用人に関する事項 

①監査役の要請により、内部監査室が監査役の職務の補助を行うものとする。 



 

②監査役が求めた職務に関しては、内部監査室は取締役の指揮・命令を受けないものとし、監

査役の指示に従うものとする。 

 

（7）監査役への報告に関する体制 

①当社および当社グループ会社の取締役、従業員等は、当社および当社グループの業務または

業績に重大な影響を与える事項、法令・定款違反の行為、内部監査の実施状況、企業倫理ヘ

ルプラインを通じた通報等について、すみやかに監査役に対して報告を行う。 

②前記にかかわらず、監査役はいつでも必要に応じて、当社および当社グループ会社の取締役、

従業員等に対して報告を求めることができ、報告を求められた者は迅速に対応を行うものと

する。 

③監査役に報告を行った者はその報告を行ったことを理由に不利益な取扱いを受けないもの

とする。 

④監査役は、取締役の業務執行状況等を把握するため、重要と思われる会議に出席できるもの

とする。 

 

（8）監査役の職務の執行について生ずる費用又は債務の処理に係る方針に関する事項その他監査

役の監査が実効的に行われることを確保するための体制 

①監査役がその職務の執行にあたり生じた費用の前払いまたは償還等の請求をしたときは、当

該監査役の職務の執行に必要でないと認められる場合を除き、速やかに当該費用または債務

を処理する。 

②監査役は、実効的な監査を行うため、代表取締役、会計監査人、内部監査室とそれぞれ定期

的に意見交換会を開催することができる。 

③監査役独自で外部の専門家による監査業務に関する助言を受けることができる。 

 

 

以  上 

 


